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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置と無線通信可能な撮像装置であって、
　被写体像を撮像し、撮像画像を生成する撮像部と、
　前記撮像画像に対してピーキング処理を施すモードに設定された場合、前記表示装置に
送信するピーキング画像の前記表示装置での表示画質設定に応じて前記撮像画像に対する
合焦部分の強調を調整し、前記撮像画像の合焦部分を強調したピーキング画像を生成する
ピーキング処理部と、
　前記ピーキング画像を無線通信により前記表示装置に送信する送信部と、を備え、
　前記表示装置での表示画質設定は、前記表示装置での表示の画像サイズ又は解像度であ
り、
　前記ピーキング処理部は、コントラストの閾値に応じて、前記撮像画像の合焦部分を強
調した前記ピーキング画像を生成し、
　前記閾値は、前記表示装置での表示の画像サイズ又は解像度が大きくなるほど、小さく
なるように調整する、
撮像装置。
【請求項２】
　表示装置と無線通信可能な撮像装置であって、
　被写体像を撮像し、撮像画像を生成する撮像部と、
　前記撮像画像に対してピーキング処理を施すモードに設定された場合、前記表示装置に
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送信するピーキング画像の前記表示装置での表示画質設定に応じて前記撮像画像に対する
合焦部分の強調を調整し、前記撮像画像の合焦部分を強調したピーキング画像を生成する
ピーキング処理部と、
　前記ピーキング画像を無線通信により前記表示装置に送信する送信部と、を備え、
　前記ピーキング処理部は、前記撮像部で生成される撮像画像の画像サイズ又は解像度に
応じて前記撮像画像に対する合焦部分の強調を調整し、前記ピーキング画像を生成し、
　前記ピーキング処理部は、コントラストの閾値に応じて、前記撮像画像の合焦部分を強
調した前記ピーキング画像を生成し、
　前記閾値は、前記撮像部で生成される撮像画像の画像サイズ又は解像度が大きくなるほ
ど、小さくなるように調整する、
撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、撮像画像の合焦部分を強調して表示するピーキング機能を有し、かつ表示装
置と無線接続可能な撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラの機能の１つとして、カメラのモニタ上で、撮像画像の合焦部分を強調して表示
する機能（以下「ピーキング機能」という）がある。特許文献１は、表示画像に対してピ
ーキング機能を行う撮像装置を開示している。ピーキング機能は、ユーザに合焦位置を認
識させやすくさせ、マニュアルフォーカス時に特に有用な機能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１１４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、スマートフォンのような、表示装置に対し無線で画像を送信する撮像装置に
おいて、ユーザが撮像画像の合焦部分を確認し易い撮像装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における撮像装置は、表示装置と無線通信可能な撮像装置であり、被写体像を撮
像し、撮像画像を生成する撮像部と、撮像画像に対してピーキング処理を施すモードに設
定された場合、前記表示装置に送信するピーキング画像の前記表示装置での表示画質設定
に応じて前記撮像画像に対する合焦部分の強調を調整し、撮像画像の合焦部分を強調した
ピーキング画像を生成するピーキング処理部と、ピーキング画像を無線通信により表示装
置に送信する送信部と、を備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示によれば、表示装置に対して、無線で画像を送信する場合であっても、撮像画像
の合焦部分を確認し易い撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０のシステム構成図
【図２】デジタルカメラ１００のブロック構成図
【図３】スマートフォン２５０のブロック構成図
【図４】デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０の通信処理の一例を説明するため
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のシーケンス図
【図５】スマートフォン２５０の表示画面例を説明するための図
【図６】デジタルカメラ１００の表示処理動作に関するフローチャート
【図７】デジタルカメラ１００の画像生成・出力動作に関するフローチャート
【図８】入力（撮像設定）及び出力（表示設定）に応じたピーキング調整を行うために使
用される閾値を説明した図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。なお、発明者（ら）は、当業者が本
開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらに
よって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
【０００９】
　〔実施の形態１〕
　　〔１－１．構成〕
　以下、添付の図面を用いて本開示の撮像システムの構成並びに撮像システムを構成する
デジタルカメラおよびスマートフォンの構成を説明する。
【００１０】
　　　〔１－１－１．システムの構成〕
　図１を参照し、本実施の形態１におけるデジタルカメラとスマートフォンで構成される
撮像システムの構成について説明する。図１は、実施の形態１に係る撮像システムの構成
を示す図である。
【００１１】
　撮像システムはデジタルカメラ１００とスマートフォン２５０を含む。デジタルカメラ
１００は、撮影待機画面で表示される画像（以下、「スルー画像」と称す）のデータおよ
び、記録媒体に記録された画像（以下、「記録画像」と称す）のデータをスマートフォン
２５０へ送信することが可能な通信部を備える。
【００１２】
　一方、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００から送信されるスルー画像およ
び記録画像を受信する通信部を備える。デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０そ
れぞれの通信部は、例えば、Ｗｉ-Ｆｉ（登録商標）のような無線ＬＡＮ規格を用いて無
線通信を実現することができる。
【００１３】
　スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００からスルー画像のデータを受信すると
、スマートフォン２５０の表示部にスルー画像を表示することができる。また、デジタル
カメラ１００は、撮影動作により新たに生成した記録画像を、スマートフォン２５０に転
送することができる。
【００１４】
　　　〔１－１－２．デジタルカメラの構成〕
　図２は、デジタルカメラ１００のブロック構成図である。以下、各構成を説明する。
【００１５】
　光学系１１０は、フォーカスレンズ１１１、ズームレンズ１１２、絞り１１３、シャッ
タ１１４等により構成される。図示していないが、光学系１１０は、光学式手ぶれ補正レ
ンズＯＩＳを含んでいてもよい。なお、光学系１１０を構成する各種レンズは何枚から構
成されるものでも、何群から構成されるものでもよい。
【００１６】
　ＭＯＳイメージセンサ１２０は、光学系１１０を通して形成された被写体像を撮像して
撮像データを生成する。ＭＯＳイメージセンサ１２０は、所定のフレームレート（例えば
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、６０フレーム／秒）で新しいフレームの撮像データを生成する。ＭＯＳイメージセンサ
１２０の撮像データの生成タイミングおよび電子シャッタ動作は、コントローラ１３０に
よって制御される。この撮像データに基づく画像をスルー画像として、逐一、モニタ１２
３に表示することにより、使用者はリアルタイムに被写体の状況をモニタ１２３で確認で
きる。
【００１７】
　ＡＦＥ（アナログ・フロント・エンド）１２１は、ＭＯＳイメージセンサ１２０から読
み出された撮像データに対して、相関二重サンプリングによる雑音抑圧、アナログゲイン
コントローラによるＩＳＯ感度値に基づくゲインの乗算、およびＡＤコンバータによるＡ
Ｄ変換を施す。その後、ＡＦＥ１２１は画像データを画像処理部１２２に出力する。
【００１８】
　画像処理部１２２は、ＡＦＥ１２１から出力された撮像データに対して各種の処理を施
して画像データを生成する。各種処理としては、ＢＭ（ブロックメモリ）積算、スミア補
正、ホワイトバランス補正、ガンマ補正、ＹＣ変換処理、電子ズーム処理、圧縮処理、伸
張処理等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。画像処理部１２２は、ハー
ドワイヤードな電子回路で構成してもよいし、プログラムを用いたマイクロコンピュータ
などで構成してもよい。また、画像処理部１２２はコントローラ１３０などとともに１つ
の半導体チップで構成されてもよい。
【００１９】
　モニタ１２３は、デジタルカメラ１００の背面に備わる。モニタ１２３は、画像処理部
１２２にて処理された画像データに基づく画像を表示する。モニタ１２３が表示する画像
には、スルー画像や記録画像がある。
【００２０】
　コントローラ１３０は、デジタルカメラ１００全体の動作を統括制御する。コントロー
ラ１３０は、ハードワイヤードな電子回路で構成してもよいし、マイクロコンピュータな
どで構成してもよい。また、画像処理部１２２などと共に1つの半導体チップで構成して
もよい。
【００２１】
　フラッシュメモリ１４２は、画像データ等を記録するための内部メモリとして機能する
。また、フラッシュメモリ１４２は、オートフォーカス制御（ＡＦ制御）や、通信制御に
関するプログラムの他、デジタルカメラ１００全体の動作を統括制御するためのプログラ
ムを格納している。
【００２２】
　バッファメモリ１２４は、画像処理部１２２やコントローラ１３０のワークメモリとし
て機能する記憶手段である。バッファメモリ１２４はＤＲＡＭ（Dynamic Random Access 
Memory）などで実現できる。
【００２３】
　カードスロット１４１は、メモリカード１４０を着脱可能な接続手段である。カードス
ロット１４１は、メモリカード１４０を電気的及び機械的に接続可能である。また、カー
ドスロット１４１は、メモリカード１４０を制御する機能を備えてもよい。
【００２４】
　メモリカード１４０は、内部にフラッシュメモリ等の記録素子を備えた外部メモリであ
る。メモリカード１４０は、画像処理部１２２で処理される画像データなどのデータを記
録可能である。
【００２５】
　通信部１７１は、無線通信インタフェースであり、例えば、無線通信機能を実現するた
めの通信モジュールである。コントローラ１３０はこの通信部１７１を介して、インター
ネット網に接続することができる。本実施の形態では、一例として、通信部１７１はＷｉ
Ｆｉ規格に準拠した通信モジュールであるとする。
【００２６】
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　電源１６０は、デジタルカメラ１００の各部に電力を供給する。電源１６０は、バッテ
リであってもよいし、ＡＣ電源をケーブルを介して取り込むような形態であってもよい。
【００２７】
　操作部１５０は、使用者からの操作を受け付ける部材の総称であり、デジタルカメラ１
００の外装に備わっている操作釦、操作レバー、タッチパネル等を含む。操作部１５０は
使用者による操作を受け付けると、コントローラ１３０に種々の動作指示信号を通知する
。操作部１５０は、電源１６０によるデジタルカメラ１００への電力供給状態をＯＮ状態
とＯＦＦ状態とで切り替える電源スイッチを含む。
【００２８】
　　　〔１－１－３．スマートフォンの構成〕
　スマートフォン２５０の構成について図３を用いて説明する。図３は、スマートフォン
２５０のブロック構成図である。
【００２９】
　スマートフォン２５０は、コントローラ２５１、ワークメモリ２５２、フラッシュメモ
リ２５３、通信部２５４、モニタ２５６、タッチパネル２５７等から構成されている。ス
マートフォン２５０はさらに、撮像部や画像処理部（図示せず）を備えていてもよい。
【００３０】
　コントローラ２５１は、スマートフォン２５０の処理を制御する処理部である。コント
ローラ２５１は、ワークメモリ２５２、フラッシュメモリ２５３、通信部２５４、モニタ
２５６、タッチパネル２５７に電気的に接続されている。コントローラ２５１は、タッチ
パネル２５７を用いた使用者の操作による動作指示信号を受け付ける。コントローラ２５
１は、フラッシュメモリ２５３に格納されているデータを読み出すことができる。また、
スマートフォン２５０の各部に供給される電力の制御等、システムの動作を全体的に制御
している。また、図示していないが、コントローラ２５１は、電話機能や、インターネッ
トを介してダウンロードした各種アプリケーションを実行する。
【００３１】
　ワークメモリ２５２は、コントローラ２５１が各種処理動作を実行するために必要な情
報を一時的に格納するメモリである。
【００３２】
　フラッシュメモリ２５３は、各種データを格納する大容量のディスクドライブである。
上述したように、フラッシュメモリ２５３に格納された各種データは、適宜、コントロー
ラ２５１により読み出し可能である。なお、本実施の形態では、フラッシュメモリ２５３
を備えたが、フラッシュメモリでなくハードディスクドライブ等を備えても良い。
【００３３】
　モニタ２５６は、コントローラ２５１から指示された画面を表示する表示デバイスであ
る。
【００３４】
　タッチパネル２５７は、使用者の操作情報を受け付ける入力デバイスである。なお、本
実施の形態では、使用者の操作情報を受け付ける入力デバイスとしてタッチパネル２５７
を備えたが、タッチパネルでなくハードキーを備えても良い。
【００３５】
　通信部２５４は、コントローラ２５１から受け取った画像データを、フラッシュメモリ
２５３に記録したり、インターネット網を介して他の機器に送信したりすることができる
。本実施の形態では、一例として、通信部２５４はＷｉＦｉインタフェースに基づき通信
を行うとするが、本開示の思想が適用される通信インタフェースはＷｉＦｉに限られず、
他の通信インタフェースに対しても適用できる。
【００３６】
　　〔１－２．動作〕
　ＷｉＦｉ接続機能を有するデジタルカメラ１００における、スマートフォン２５０への
ＷｉＦｉ接続動作について図４を用いて説明する。図４は、デジタルカメラ１００の接続
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動作のシーケンスを説明した図である。
【００３７】
　図４において、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０とは、ＷｉＦｉ接続の初
期のリンク設定が完了しているものとする。また、デジタルカメラ１００は、ＭＦ（マニ
ュアルフォーカス）モードに設定されている。更に、スマートフォン２５０は、初期設定
において、ＱＶＧＡ（３２０×２４０画素）表示に設定されており、ピーキング設定はＯ
ＦＦに設定されているものとする。
【００３８】
　加えて、スマートフォン２５０は、ＷｉＦｉ通信を介してデジタルカメラ１００に対す
るリモート操作を可能とするアプリケーションをインストール済みであるとする。スマー
トフォン２５０は、このアプリケーションを所定のサーバからダウンロードすることで取
得できる。
【００３９】
　図５に、スマートフォン２５０において、上述のアプリケーションが実行されたときに
表示される表示画面の例を示す。スマートフォン２５０の液晶モニタ２５６上には、デジ
タルカメラ１００から受信した画像データに基づく画像２７０に加えて、リモート操作の
ための各種ボタンが表示される。具体的には、ピーキング機能のＯＮ／ＯＦ切り替えボタ
ン２７１、ＭＦ／ＡＦ切り替えボタン２７２、ＱＶＧＡ／ＶＧＡ切り替えボタン２７３、
マニュアルフォーカスボタン２７４、シャッタボタン２７５が液晶モニタ２５６上に表示
される。
【００４０】
　スマートフォン２５０は、コントローラ２５１が各部を制御して以下の機能を実現する
。また、デジタルカメラ１００は、コントローラ１３０が各部を制御して以下の機能を実
現する。
【００４１】
　図４を参照し、スマートフォン２５０は、電源ＯＮ状態において、ユーザのタッチパネ
ル２５７の操作によってアプリケーションの立ち上げが行われると（Ｄ１）、ＷｉＦｉ接
続要求を通信部２５４を介してデジタルカメラ１００に送信する（Ｔ１）。
【００４２】
　通信待機となっているデジタルカメラ１００は、ＷｉＦｉ接続要求に対して、通信部１
７１を介して、ＷｉＦｉ接続応答をスマートフォン２５０に送信する（Ｔ２）。
【００４３】
　スマートフォン２５０のコントローラ２５１は、ピーキング表示ＯＦＦ、表示解像度Ｑ
ＶＧＡなどのアプリケーションの設定を、通信部２５４を介して、デジタルカメラ１００
に送信する（Ｔ３）。
【００４４】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、受信したアプリケーションの設定を参
照して、スマートフォン２５０に送信するための画像を生成する（Ｃ２）。
【００４５】
　コントローラ１３０は、生成した画像を、通信部１７１を介して、スマートフォン２５
０に送信する（Ｔ４）。
【００４６】
　スマートフォン２５０は、受信した画像をモニタ２５６に表示する（Ｄ２）。
【００４７】
　デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０のＷｉＦｉ接続状態が継続し、ユーザ操
作が行われない限り、ステップＣ２、Ｔ４、Ｄ２の処理は周期的に行われる。これにより
、ユーザは、デジタルカメラ１００で撮像されている映像を、スマートフォン２５０にお
いて、確認することが可能となる。
【００４８】
　ここで、スマートフォン２５０のアプリケーション上でユーザ操作により、ピーキング
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表示の設定がＯＦＦからＯＮに切り替えられた場合（Ｄ３）、スマートフォン２５０のコ
ントローラ２５１は、通信部２５４を介して、変更されたピーキング表示設定を、デジタ
ルカメラ１００に送信する（Ｔ５）。なお、ピーキングＯＮ／ＯＦＦの切り替えは、図５
に示すようなピーキングＯＮ／ＯＦＦ切り替えボタン２７１に対する操作により実現でき
る。
【００４９】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、変更されたピーキング表示設定を参照
して、撮像した画像に対してピーキング処理（詳細は後述）を行い、ピーキング処理がな
された画像を生成する（Ｃ３）。
【００５０】
　コントローラ２５１は、生成した画像を、通信部１７１を介して、スマートフォン２５
０に送信する（Ｔ６）。
【００５１】
　スマートフォン２５０は、受信した、ピーキング処理がなされた画像をモニタ２５６に
表示する（Ｄ２）。ここで、ユーザ操作によりスマートフォン２５０のアプリケーション
上でシャッタ釦２７５が押された場合（Ｄ４）、コントローラ２５１は、通信部２５４を
介して、シャッタ釦２７５が押されたことを示すシャッタＯＮ信号を、デジタルカメラ１
００に送信する（Ｔ７）。
【００５２】
　デジタルカメラ１００は、受信したシャッタＯＮ信号に基づき静止画を記録するための
動作を行う（Ｃ４）。
【００５３】
　このように、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０をＷｉＦｉ接続することで
、デジタルカメラ１００の撮像した映像をスマートフォン２５０で閲覧したり、スマート
フォン２５０からの操作で、デジタルカメラ１００の設定を変更したり静止画撮影の指示
を行ったり等が可能となる。
【００５４】
　特に、上述したように、デジタルカメラ１００の撮像した映像をスマートフォン２５０
に表示する際、ピーキング表示を可能にしている。これによって、ユーザは、デジタルカ
メラ１００の撮像した映像において、合焦された位置を、スマートフォン２５０上で確認
できる。このため、ユーザは、合焦された位置を確認しつつ、デジタルカメラ１００の合
焦位置を調整できる。なお、ユーザは、図５に示すマニュアルフォーカスボタン（「至近
」、「∞」）２７４a、２７４ｂを操作することで、デジタルカメラ１００の合焦位置を
調整できるようになっている。すなわち、スマートフォン２５０上で「至近」ボタン２７
４ａが操作されると、デジタルカメラ１００のフォーカスレンズ１１１は至近側に向けて
リモートで移動させられることが可能である。スマートフォン２５０上で「∞」ボタン２
７４ｂが操作されると、デジタルカメラ１００のフォーカスレンズ１１１は無限側に向け
てリモートで移動させられることが可能である。
【００５５】
　　〔１－２－１．デジタルカメラの表示処理〕
　デジタルカメラ１００における、ＭＯＳイメージセンサ１２０で撮像した撮像データを
、モニタ１２３やＥＶＦ（Electronic View Finder）１８０、スマートフォン２５０へ表
示する処理について図６を用いて説明する。図６は、デジタルカメラ１００の表示処理に
関するフローチャートである。
【００５６】
　まず、光学系１１０により結像された光は、ＭＯＳイメージセンサ１２０で電気信号に
変換される。この電気信号は、ＡＦＥ１２１および画像処理部１２２で処理され、ＲＡＷ
画像データとして、バッファメモリ１２４に保存される（Ｓ１）。
【００５７】
　コントローラ１３０は、画像処理部１２２を制御して、ＲＡＷ画像データから表示用Ｙ
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Ｃデータを生成し、モニタ１２３もしくはＥＶＦ１８０に出力する（Ｓ２）。
【００５８】
　次に、コントローラ１３０は、デジタルカメラ１００がスマートフォン２５０とＷｉＦ
ｉ接続されているかどうかを判断する（Ｓ３）。
【００５９】
　ＷｉＦｉ接続されている場合（すなわち、ＷｉＦｉ接続ＯＮ）、コントローラ１３０は
、画像処理部１２２を制御して、ＲＡＷ画像データから、ステップＳ２で生成した表示用
ＹＣデータとは異なる表示用ＹＣデータを生成し、通信部１７１を介してスマートフォン
２５０に送信する（Ｓ４）。
【００６０】
　　〔１－２－２．表示用ＹＣデータの生成処理〕
　次に、図６のステップＳ２およびＳ４における、表示用ＹＣデータを生成する処理につ
いて図７を用いて説明する。図７は、デジタルカメラ１００の表示用ＹＣデータ生成処理
に関するフローチャートである。
【００６１】
　まず、コントローラ１３０は、画像処理部１２２を制御して、バッファメモリ１２４に
保存されたＲＡＷ画像データから、出力する画像の解像度に合わせたサイズの表示用ＹＣ
データを生成する（Ｕ１）。
【００６２】
　コントローラ１３０は、ピーキング表示設定がＯＮになっているか否か（すなわち、ピ
ーキング処理を施すモードになっているか否か）を確認する（Ｕ２）。なお、ピーキング
表示設定は、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０双方から設定できるものとす
る。
【００６３】
　ピーキング表示設定がＯＮであった場合、コントローラ１３０は、入力するＲＡＷ画像
データのサイズと、出力する表示用ＹＣデータのサイズとから、ピーキング表示を行うコ
ントラスト値の閾値を決定し画像処理部１２２に設定する（Ｕ３）。閾値の決定は、図８
に示すテーブルの内容に基いて行われる。このテーブルの詳細は後述する。
【００６４】
　画像処理部１２２は、表示用ＹＣデータの各画素のコントラストを、設定された閾値と
比較し、閾値を超える画素の領域にピーキング処理のための画像調整を施す（Ｕ４）。例
えば、表示用ＹＣデータのコントラスト値は画素毎に得られるように構成されており、画
像処理部１２２は、表示用ＹＣデータの対象画素のコントラスト値が閾値よりも大きい場
合、その対象画素に対して色差（Ｃ）のパラメータを調整する。これにより、撮像画像の
合焦部分が強調される。
【００６５】
　　〔１－２－３．ピーキング処理の閾値の設定〕
　ピーキング表示設定における、コントラスト値の閾値を格納したテーブルについて説明
する。図８は入力手段（入力条件）と出力手段（出力条件）の組み合わせ毎に設定された
、ピーキング処理における画像のコントラスト値に対する閾値を示すテーブルである。
【００６６】
　図８の例では、デジタルカメラ１００のピーキング処理の入力手段（入力条件）の例と
して、ＨＤ（High definition、ハイビジョン画質）とＳＴＤ（Standard definition、標
準画質）を挙げている。ＨＤでは、静止画用の最大画素数と比べて、画素間引きが小さい
ため、ＲＡＷ画像データのサイズは大きく、高画質となる。このため、ＨＤは主に動画記
録時などに用いられる。これに対しＳＴＤは、画素間引きが大きいため、ＲＡＷ画像デー
タのサイズは小さく、消費電力は低い。このため、ＳＴＤは主にライブビューなどに用い
られる。
【００６７】
　出力手段（出力条件）の例として、ＬＣＤ、ＥＶＦ、ＷｉＦｉ（ＶＧＡ）、ＷｉＦｉ（
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ＱＶＧＡ）を挙げている。
【００６８】
　ＬＣＤ、ＥＶＦは、デジタルカメラ１００のモニタ１２３やＥＶＦ１８０に画像を表示
（出力）する場合に用いられる。モニタ１２３やＥＶＦ１８０はコントローラ１３０や画
像処理部１２２と直接電気的に接続されている。このため、モニタ１２３やＥＶＦ１８０
への画像の転送速度は速く、また、表示させる画像の高画質化も可能である。このため、
ＬＣＤ、ＥＶＦ（モニタ１２３やＥＶＦ１８０）に対する表示用ＹＣデータのサイズは比
較的大きくなる。
【００６９】
　これに対して、ＷｉＦｉ（ＶＧＡ）、ＷｉＦｉ（ＱＶＧＡ）は、スマートフォン２５０
のモニタ２５６に画像を表示（出力）する場合に用いられる無線通信規格である。ＷｉＦ
ｉ（ＶＧＡ）、ＷｉＦｉ（ＱＶＧＡ）での転送は、無線の転送速度や通信環境の影響を受
けやすいため、スマートフォン２５０への画像の転送速度は遅くなる。このため、スマー
トフォン２５０に対する表示用ＹＣデータのサイズは比較的小さくなる。よって、ＷｉＦ
ｉ（ＶＧＡ）、ＷｉＦｉ（ＱＶＧＡ）に対する表示用ＹＣデータのサイズは比較的小さく
なる。
【００７０】
　同じ被写体に対してピーキングの処理を行う条件で、入力手段、出力手段共に画像のサ
イズが大きい場合、画素の境界においてコントラストの変化は緩やかになるため、コント
ラスト値は低くなる。このため、ピーキングのための閾値は低めの設定にする必要がある
。これに対して、入力手段、出力手段共に画像のサイズが小さい場合、コントラストの境
界においてコントラストの変化が急峻になるため、コントラスト値は高くなる。このため
、ピーキングのための閾値は高めの設定にする必要がある。
【００７１】
　このように、入力手段と出力手段の組み合わせ毎に、コントラスト値の閾値を設定する
ことで、デジタルカメラ１００のモニタ１２３やＥＶＦ１８０に表示されるピーキング表
示画像と、スマートフォン２５０のモニタ２５６に表示されるピーキング表示画像の表示
品質を適切に保つことが可能となる。
【００７２】
　すなわち、上記の実施形態では、間引きの小さいＨＤよりも、間引きの大きいＳＴＤの
方が、閾値を大きくしている。
【００７３】
　また、有線の出力先よりも、ワイヤレス（無線）の出力先の方が、閾値を大きくしてい
る。
【００７４】
　なお、デジタルカメラ又はスマートフォンにおいて、表示用ＹＣデータをデジタルズー
ムして表示させる場合、表示画像のコントラスト値が小さくなる（コントラストが出にく
くなる）。その場合、図８で規定されている閾値を適宜調整すればよい。例えば、デジタ
ルズームの倍率が２倍である場合、閾値を１／２に調整すれば良い。
【００７５】
　　〔１－３．まとめ〕
　（１）以上のように、本実施形態において、デジタルカメラ１００は、撮像画像の合焦
部分を強調して表示するピーキング機能を有し、スマートフォン２５０（表示装置の一例
）と無線通信可能な撮像装置である。デジタルカメラ１００は、被写体像を撮像し、撮像
画像を生成するＭＯＳイメージセンサ１２０と、撮像画像に対してピーキング処理を施す
モードに設定された場合、撮像画像の合焦部分を強調したピーキング画像を生成するコン
トローラ１３０と、ピーキング画像を無線通信によりスマートフォン２５０に送信する通
信部１７１と、を備える。コントローラ１３０は、スマートフォン２５０に送信するピー
キング画像のスマートフォン２５０での表示画質設定に応じて撮像画像に対する合焦部分
の強調を調整し、ピーキング画像を生成する。これにより、デジタルカメラ１００のモニ
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タ１２３やＥＶＦ１８０上でのピーキング表示と同様の品質で、スマートフォン２５０の
モニタ２５６上でピーキング表示が可能となり、ユーザは合焦確認がし易くなる。
【００７６】
　（２）コントローラ１３０は、コントラストの閾値に応じて、撮像画像の合焦部分を強
調したピーキング画像を生成してもよい。そして、コントローラ１３０は、ＭＯＳイメー
ジセンサ１２０で撮像された撮像画像の画像サイズ又は解像度（ＨＤ、ＳＴＤ）に応じて
閾値を調整してもよい。例えば、コントローラ１３０は、ＭＯＳイメージセンサ１２０か
ら出力される画像の画像サイズ又は解像度がより大きい程、閾値をより小さく調整しても
よい。
【００７７】
　（３）コントローラ１３０は、表示部（モニタ１２３、ＥＶＦ１８０）に表示する画像
の画像サイズ又は解像度に応じて、閾値を調整してもよい。例えば、コントローラ１３０
は、表示部（モニタ１２３、ＥＶＦ１８０）が表示する画像の画像サイズ又は解像度がよ
り大きい程、閾値をより小さく調整してもよい。
【００７８】
　（４）コントローラ１３０は、スマートフォン２５０に送信する画像の画像サイズ又は
解像度（ＶＧＡ／ＱＶＧＡ）に応じて閾値を調整してもよい。例えば、コントローラ１３
０は、スマートフォン２５０に送信する画像の画像サイズ又は解像度（ＶＧＡ／ＱＶＧＡ
）がより大きい程、閾値をより小さく調整してもよい。
【００７９】
　〔他の実施の形態〕
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１を説明した。
しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加
、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。以下、他の実施の形態を例示する。
【００８０】
　本実施の形態では、撮像素子からの入力として、間引きの異なるＳＴＤとＨＤを例示し
た。しかし、これに限られず、撮像素子からの入力が、画素混合やＲＡＷズーム処理の異
なる画像となっていればよい。すなわち、撮像素子から入力された画像サイズや解像度が
異なればよい。
【００８１】
　また、本実施の形態では、デジタルカメラ１００の通信部１７１、スマートフォン２５
０の通信部２５４は、ＷｉＦｉ規格に準拠した通信モジュールを例にして説明を行った。
しかし、これに限られず、デジタルカメラ及びスマートフォンの通信部は、例えば、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格に準拠した通信モジュールを利用しても良い。すなわち
、通信部１７１，２５４は、無線通信が可能な通信モジュールを利用すれば良い。
【００８２】
　また、本開示における技術の例示として、以上のような実施の形態を説明した。そのた
めに、添付図面および詳細な説明を提供した。
【００８３】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００８４】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
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　本開示は、表示装置と無線接続可能な撮像装置に適用可能である。例えば、デジタルカ
メラ、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、監視カメラ、カメラ付きスマートフォン等に
適用可能である。
【符号の説明】
【００８６】
　１００　デジタルカメラ
　１１１　フォーカスレンズ
　１１２　ズームレンズ
　１１３　絞り
　１１４　シャッタ
　１２０　ＭＯＳイメージセンサ
　１２１　ＡＦＥ（アナログ・フロント・エンド）
　１２２　画像処理部
　１２３　モニタ
　１２４　バッファメモリ
　１３０　コントローラ
　１４０　メモリカード
　１４１　カードスロット
　１４２　フラッシュメモリ
　１５０　操作部
　１７１　通信部
　１８０　ＥＶＦ
　２５０　スマートフォン
　２５１　コントローラ
　２５２　ワークメモリ
　２５３　フラッシュメモリ
　２５４　通信部
　２５６　モニタ
　２５７　タッチパネル
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